
新たな総合計画の決定
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1/31 総合計画審議会へ
諮問

12/15 総合計画審議会から
答申

12/24   総合計画を決定

県議会議員、市町村長、
関係団体との意見交換

未来共創セッション

パブリックコメント



計画のポイント
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◆計画期間：５年間（令和７年度～令和11年度）
10年後の本県の将来像を見据えつつ、社会経済情勢の
変化に的確かつ柔軟に対応

◆政策の柱
未来に向けた人づくり と 新しい社会経済
システムの構築 の２つを柱とし、
12の政策分野で主要施策を展開

◆人口減少対策
人口減少の緩和と人口減少社会への適応
の両面から重点的かつ戦略的に推進



◆デジタルブック
・総合計画の全体版と概要版を作成
・イラストや写真等を活用し読みやすく

◆こども新聞
・今年度中に全ての小学生に配布
・総合計画が目指す県の将来像を漫画等を用いて紹介

◆若年層・子育て世代へのPR強化
・県ホームページに特集ページを作成
・身近なテーマで総合計画と県民生活との関わりを紹介

総合計画の周知
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デジタルブック



◆令和８年度当初予算

・予算を重点的・優先的に配分し、総合計画を強力に推進

①人口減少対策を牽引するリーディング事業

②12政策分野の成果目標達成に寄与する事業

◆分野別の個別計画

・総合計画との整合性を図り、総合的・体系的に推進

総合計画の着実な実行

（担当：総合計画課）
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